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国際興業バス中藤・中沢線、間野黒指線の最適化について

市内を運行する国際興業バス中藤・中沢線及び間野黒指線については、少子化等の影響により輸
送実績が悪化しており、市は協定に基づき補助金を交付しているものの、採算をとることが極めて難しい
状況にあります。運行事業者である国際興業株式会社からは、現状のままでは路線の維持が困難であ
ると以前から申し出がされているところです。
このような状況を受け、当該バス路線の現状分析結果やアンケートにおける意見等を踏まえ、各々のバ
ス路線の最適化及び新しい移動手段の運行素案をまとめました。
今後は、この運行素案を基に、沿線の地域住民及び交通事業者と協議を進めてまいります。

※運行素案の詳細については資料 4－1、4－2 のとおり

１ 中藤・中沢線（原市場地区）
①運行事業者 乗合許可を取得した事業者（国際興業株式会社等）
②運行主体 市の補助を受けて事業者が主体となり運行する。（緑ナンバー）
③運行方法 ・定時定路線運行を基本とし、一部区間をデマンド方式（予約制）とする。

・朝夕は原市場小学校スクールバスを活用する。
④運行日 週６日（月～土曜日想定）
⑤運行便数 13便／1日（日中のおでかけ便がない曜日については 9便／1日）
⑥車両 ・スクールバスの活用時間帯は 大型車両

・日中のおでかけ便は 15人乗りのワゴン車両
⑦運行経費 年間約 2,000 万円
⑧市負担額 運行経費年間約 750 万円、車両に係る経費、利用促進に係る経費
⑨国庫補助 運行経費 年間約 750万円

※車両に係る経費、利用促進に係る経費についても補助金の対象

２ 間野黒指線（南高麗地区）
①運行事業者 乗合許可を取得した事業者（市内タクシー事業者等）
②運行主体 市からの補助を受けて事業者が主体となり運行する。（緑ナンバー）
③運行方法 ・定時定路線運行を基本とし、一部区間をデマンド方式（予約制）とする。

・朝夕は南高麗小学校児童の通学に利用できるものとする。
④運行日 週６日（月～土曜日想定）
⑤運行便数 ７便／1日（日中のおでかけ便がない曜日については ３便／1日）
⑥車両 10人乗りのワゴン車両
⑦運行経費 年間約 1,000 万円
⑧市負担額 運行経費年間約 425 万円、車両に係る経費、利用促進に係る経費
⑨国庫補助 運行経費 年間約 425万円

※車両に係る経費、利用促進に係る経費についても補助金の対象























資料4-3　支線最適化（国庫補助）スケジュール（案）

上旬 下旬 上旬 上旬 上旬 下旬 上旬

共通認識の明確化 ●宣言

地域公共交通計画(網計画)の改訂 ○網形成計画の変更　・・・ ●変更→「地域公共交通計画」に改訂 ○改訂準備 ○改訂作業 ●改訂・認定

実施方針の策定・公募 ○実施方針の策定・公募 ●継続事業者決定

継続実施計画の策定 ○作成準備 ○作成作業 ●作成・認定

補助申請（計画策定事業） ○エントリー ●申請（交通計画／運送継続計画策定）

②
フ
ィ
ー
ダ
ー

補助申請 ●申請（R5） ●認定 ●変更申請（R5） ●認定

車両購入 ○リース契約(ワゴン車) ●購入(ワゴン車)

補助申請 ●変更申請（R5） ●認定

現状分析

運行形態 素案作成 ●素案 運行案確定 ●確定 ○検証 ○本格運行案策定

２１条 ○申請 ●許可

４条 ※中藤・中沢線　→　４条？
※間野黒指線　→　２１条？ ○申請・許可

上旬 下旬 上旬 上旬 上旬 下旬 上旬

11月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

▶年度 令和３年度 令和4年度 令和5年度
９月 10月 12月 1月 2月

10/20 下旬 下旬

○関係者協議開始　・・・

下旬 下旬 下旬

９月 10月 12月 1月 2月

▶年度 令和4年度 令和5年度

▶時期 11月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

①
サ
ー
ビ
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続
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車
両
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価
償
却

支
線
最
適
化
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行
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検
討
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証
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ス
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行

）
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②
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可

▶時期

国
庫
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金

第
1
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能
市
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交
通
対
策
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会
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交
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会
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書
面
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）

第
1
7
回
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能
市
地
域
公
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交
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対
策
協
議
会

各
地
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検
討
会
①

各
地
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検
討
会
②

自
治
会
長
説
明

処理期間：2か月

各
地
区
検
討
会
③

※新規性具備要件除外

※特例適用（４月～１月）


